
　犯罪や非行の防止と非行をした人たちの更
生について理解を深め、新たな被害者も加害
者も生まない、安全で安心な明るい地域社会
を築くための全国的な運動です。法務省が主
唱し、区では区内駅前でのPR活動や講演会
等、様々な活動を通じて本運動を推進してい
ます。

●“社会を明るくする運動”の集い
内容／映画上映（ドキュメンタリー教育
映画「記憶2 ～少年たちの追憶と贖

しょく

罪
ざい

～」）
日7月8日㈬午後1時30分～3時30分
場北沢タウンホール（当日会場へ）

●“社会を明るくする運動”作文コンテスト作品の募集
テーマ／犯罪・非行のない地域社会づくり、犯罪や非行をした人の立ち直り
について考えたことや感じたこと等
対区内在住・在学の小・中学生　提出期限／9月3日（必着）
他400字詰め横書き原稿用紙3～5枚程度（3枚未満不可）。自作で未発表の作品
に限る。提出方法は、区HPをご覧ください。

問保健福祉政策課 ☎5432-2292 FAX5432-3017　区HP 523
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マーク概要
対＝対象（特記ない場合、どなたでも） 日＝日時・日程　場＝会場　講＝講師　費＝費用（特記ない場合、無料）
他＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子～未就学児が対象）　申＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可） 問＝問合せ先
区HP 00000 ＝区のホームページの検索メニュー ページIDから探す  へ番号入力でページを表示　 ＝要件を満たすとせたがやPayのポイントがもらえます

令和8年（2026年）7月1日

たばこを吸う人と吸わない人がお互いに理解しあい、区民、事業者、行政が協力して、たばこマナーが向上するまちづくりを進めるため
の計画です。

道路の新設・拡幅整備に関する総合的な方針です。

問環境保全課 ☎6432-7137 FAX6432-7981　区HP 4803

問道路計画課 ☎6432-7935 FAX6432-7991　区HP 4542

3面からのつづき 【お知らせ】

1～2月に実施したパブリックコメントでは78人の方からご意見（138件）をいただきました。
主なご意見等と区の考え方の要旨を紹介します。

世田谷区たばこルールを改正しました

せたがや道づくりプランを改定しました

　パブリックコメントの結果は、区HP、道路計画課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、くみん窓口、出張所、まちづくりセ
ンター、図書館でご覧になれます。

主なご意見等 区の考え方

　限られた時間と予算で整備を行う中、優先度の決め
方には公平性を担保するようにしてほしい。また、検討
過程等を公開して、透明性を確保してもらいたい。

　道づくりプランにおける「道づくりの方針」から4つの選定項目に照らすととも
に、道路ネットワークの形成状況や地域課題、事業中区間の残事業量やこれま
での用地取得の実績を踏まえて、優先整備路線を選定しています。

　道路整備は必要最低限としてほしい。人口減少も不
可避であることから、計画があるからと強引に推進しな
いでほしい。

　区内の主要生活道路や都市計画道路の整備率は約5割と低いことから、幹線
道路への交通の集中による慢性的な交通渋滞、生活道路への通過交通の流入、
自動車と歩行者の輻

ふく

輳
そう

、延焼遮断帯の形成の遅れ、緊急輸送道路の幅員の不足、
消防活動困難区域や公共交通不便地域の存在等、様々な問題が発生しています。
　これらを解消・抑制するため、道づくりプランに基づき優先整備路線を定め、
計画的な整備に取り組んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 を
ふるさと納税で走ろう！ ボランティアで盛り上げよう！

1ランナーの募集（抽選なしで確実に走れる! ふるさと納税で優先出走）
寄附金額／1口3万5000円以上 ※複数口申込可（1口あたり1人出走可）。
募集期限／9月15日
他先着400人。寄附金とは別にハーフマラソンへの参加申込と参加費（区内在住の方＝1万円、
区外在住の方＝1万1000円）が必要です。寄附申込後は、いかなる場合にも寄附金の返金は
行いません。ただし、大会が中止となった場合、出走権は次回大会に繰り越します。

2 運営ボランティアの募集
内容／コース等での警備、誘導補助など
日11月8日㈰午前7時30分～11時30分（予定）
募集期限／9月30日
他抽選250人（申込多数の場合は区内在住の方優先）。
せたがやPay1000ポイント、大会ジャンパー等を支給予定。

他申込方法等詳しくは、区HPをご覧ください。
問 せたがやコール　区HP 15375

共通
事項

ふるさと納税
11月8日㈰
開催!

7月は“社会を明るくする運動 ”強調月間です
“社会を明るくする運動”とは？ 保護司とは？

　犯罪をした人や非行のある若者の立ち直りを支えるボラン
ティアです。立ち直ろうとする人たちに寄り添い・支えること
によって再犯を防ぎ、犯罪や非行のない地域社会をつくる「更生
保護」という活動に関わっています。対象者の「話を聴く」こと、
その内容を自分のこととして受け入れることが求められます。
　保護司に興味がある方はお問い合わせください。
問法務省 東京保護観察所 ☎3597-0120 FAX5511-7220

●本紙をマンション等の集合住宅に置いていただけませんか　対集合住宅の所有者・管理者、管理組合の代表者　申区HPからオンライン手続き、問へ申込書（区HP、問にあり）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX・郵送・持参　問広報広聴課 〒154-8504 世田谷4-21-27 ☎5432-2009 FAX5432-3001 区HP 6264
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 をを
ふるさと納税で走ろう！ で走ろう！ ボランティアで盛り上げよう！で盛り上げよう！
第21回世田谷246ハーフマラソ第21回世田谷246ハーフマラソンン

更生ペンギンのホゴちゃん

ふるさと区民まつりでの様子

▲

https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/4803.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02036/4542.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/01430/15375.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02014/523.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02002/online_tetsuzuki/6264.html



